
財務諸表に対する注記 一般社団法人学習圏開発機構

１．重要な会計方針

この財務諸表は、公益法人会計基準（平成 20年 4月 11日 平成 21年 10月 16日改正
内閣 府公益認定等委員会）に準拠して作成している。

（１）消費税等の会計基準

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．特定資産の増減額及びその残高

　　該当する事項はない。

３．特定資産の増減額及びその残高

　　該当する事項はない。

４．特定資産の財源等の内訳

　　該当する事項はない。

５．担保に供している資産

　　該当する事項はない。

６．固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資

産の 取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　該当する事項はない。

７．保証債務（債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。）等の偶発債務 　

　　該当する事項はない。

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残

高　該当する事項はない。

９．基金及び代替基金の増減額及びその残高

　該当する事項はない

１０．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　　該当する事項はない。

１１．関連当事者との取引の内容

　　該当する事項はない。

１２．重要な後発事象

　　該当する事項はない。

１３．その他の事項

　該当する事項はない。
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